
3 款 1 項 9 目

17 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 26年度以前 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度以降

9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 46,500

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 5年間の実績

設置率 ％ 28.7 30.7 27.5 26.8
独居高齢者数 人 705 700 710 710
管理台数 台 202 215 195 190

項目 単位 26年度実績 27年度予定 9月末の実績 27年度実績

一般財源 11,770 13,356 4,317 11,485

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

0
県支出金 0 0 0 0

人件費 2,386 2,412 1,206 2,412
国庫支出金 0 0 0

8,042
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 0.30 0.30 0.15 0.30
人件費単価 7,954 8,042 8,042

2,413
合計 0 13,356 4,317 11,485

事業費
直接事業費 9,384 10,943 3,111 9,072
人件費 2,386 2,413 1,206

改善策の
具体的

取り組み

なし

事業費及び財源内訳
項　　　目 26年度決算 27年度予算 9月末の執行状況 27年度決算

事業の目的

緊急通報設置により対象者の急病等による急変時及び災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を講じること
により高齢者世帯の福祉の増進を図る。

事業の内容

警備会社等に事業委託し、対象者の自宅に緊急通報装置を設置し（ボタン式装置・ペンダント式装置）月２回
以上、電話による安否確認を実施する。緊急時においては、緊急ボタンにより各委託先に通報が入り、協力員
及び消防署等への連絡を行うとともに状況に応じた関係機関等への対応を図る。

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

設置対象となる世帯に対してサービス提供ができるよう、引き続き、民生委員や高齢者家庭相談員との連携
により設置できるよう、機会を得て説明を続けることとする。また要綱の見直しを図り、比較的簡単に申請でき
る方法を検討する。

事業の対象 概ね６５歳以上の独居世帯及び高齢者世帯で定期的に安否確認が必要な高齢者世帯

根拠法令等
伊予市緊急通報体制整備事業実施要綱

予算科目

総合計画での位置付け
福祉の向上と保健・医療の充実〜やすらぎとぬくもりのまちづくり〜
高齢者対策の充実

事業の性格 内部管理事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 長寿介護課 電話番号（内線）：

平成27年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業

562
記入者情報 所属長： 武智 茂記 担当責任者： 田村 政幸

事務事業名 〔1330〕緊急通報体制等整備事業



5二次評価
（所属部長）

以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る。

意見、課題
行政評価委員会抽出事業
（二次評価者コメント）
必要な事業であるが設置率が低下しており、この際、事業効果を検証するため、行政評価委員会に諮
る。

課題認識

見守りが必要な独居高齢者に対する緊急時の通報手段としては、有効な方法であり、今後も継続して行
う必要がある。前年度より設置率が下がっており、民生委員や高齢者家庭相談員等を通じて、制度の周
知、普及を図る必要がある。

二次評価

B成果向上の可能性 3
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 5

Bコスト効率

課題認識

見守りが必要な独居高齢者に対するサービスとして、月２回のお元気コールや、緊急時の通報手段として
有効活用されている。ただ、認知症高齢者による活用は困難となる場面もあり、見守り手段の多様化も検
討する必要がある。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 5

B

3
受益者負担の適正 4

施策への貢献度 4

市民ニーズへの対応 3
市の関与の妥当性 3

有効性
事業の効果 5

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 5

B市民ニーズへの対応 3
市の関与の妥当性 3

効率性
手段の最適性 5

Bコスト効率 3
受益者負担の適正 4

有効性
事業の効果 5

B成果向上の可能性 3

目　　標 0.25 0.26 0.26 0
実　　績 0.287 0.268 0 0

成果指標

成果指標
独居高齢者に対する設置割合（設置件数/独居高齢者推計数（％））

指標設定の
考え方

設置が必要であると判断される独居高齢者の把握に努め、効果的に支援体制を確保するため、緊急通報装
置の設置割合を高める。

区分年度 26年度 27年度 28年度



2
経営者会議の最終判断

事業の方向性
現状のまま継続する。

意見、課題

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）

・緊急通報体制装置の設置割合が高い低いという話ではない。設置して役に立ったかどうか取り上げる方
が意味がある。
・最後のセーフティーネットなので、是非続けていただきたい。
・高齢者福祉サービスが手厚いというより、重複している部分がある。全部不必要とは言わないが考え直
した方がよい。


